
公 売 財 産 明 細 書 

売却区分番号 ６－１ 
見積価額 １，７１０,０００円 

公売保証金 １８０,０００円 

財産の表示 （登記事項証明書上の表示による） 

 
１ 所   在 富山市大島二丁目 

     地   番 ２１８番 
     地  目  宅地 
     地   積  １２６．００㎡ 

 

公法上の規制 区域区分  ：市街化区域 

用途地域等 ：第一種低層住居専用地域 

建ぺい率  ：５０％ 

容積率   ：８０％ 

接 道 状 況 北東側を幅員約４ｍ舗装市道（大島４号線）に約９．５ｍ接面して

いる。本道路は対象地前面で行止りとなっている。 

物件の 概 要 ・奥行約１３ｍのやや台形に似た長方形の画地である。 

・地表は平坦である。 

・地盤面は道路・隣地と概ね等高である。 

・現在、北東部分に軽量鉄鋼造作業所とみられる仮設建物とスチー 

ル製物置が使用されていない状態で所在している。 

・仮設建物の西側と対象地の南西隅部分に、作業の足場とみられる

鉄パイプ等が放置された状態で所在しており、それ以外は空地の

状態である。 

物件の 調 査

について 

令和５年３月１日時点 

仮設建物等は外観の調査に止める。 

供 給 施 設 上水道・・・あり 

公共下水道・・・あり 

都市ガス・・・なし 

物件の 位 置 バス「大島」停留所の北方 約１００ｍ 

藤ノ木小学校の南東方   約１．２ｋｍ 

藤ノ木中学校の南方    約１．７ｋｍ（直線距離） 

注 意 事 項 ・公売財産の面積等は公簿上によるものです。 

・富山市は、不動産登記上の権利移転のみを行います。 

・富山市は、公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の

動産類の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵等の引渡し

等については、すべて買受人自身で行ってください。富山市は関

与しません。 
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・危険負担の移転時期は、公売財産に係る買受代金の全額を納付し

たときです。 

・土壌汚染や地下埋蔵物、アスベスト等に関する専門的な調査は行

っておりません。 

・文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地には含まれていま

せん。 

・接面する市道の幅員が４．０ｍに満たない地点では、セットバッ

クを考慮する必要があります。 

・建築物の建築等にかかる内容につきましては、富山市活力都市創

造部建築指導課（０７６－４４３－２１０７）までご連絡くださ

い。 
・公売財産に財産の種類または品質に関する不適合があっても、富

山市は、担保責任を負いません。 

・所有権移転手続に伴う登録免許税等の費用は、買受人の負担とな

ります。 

・境界確定は、買受人と隣接地所有者との間で行ってください。 

・公売は滞納者の差押財産を市が売却し、その代金を滞納市税等に

充当する制度ですので、売却（買受代金の納付）前までに滞納市

税等が完納された場合等は、公売は中止となります。 

・公売は滞納処分ですので、滞納者から不服申立てが行われること

があります。この場合は、公売手続は最高価申込者の決定又は売

却決定までで中断され、不服申立ての審理の結果が出た後に再開

されます。 

お問い合わせ先 富山市 財務部 債権管理対策課 公売担当 
電話 ０７６－４４３－２１４７（直通） 
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売却区分番号 ６－１ 所在図 
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売却区分番号 ６－１ 見取図 

※赤線は物件のおおまかな位置を示すものであり、境界を示すものではありません。 

 また、矢印は物件写真の撮影角度を示しています。 

 

公売物件 

①  
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売却区分番号 ６－１ 物件写真（１） 

 

写真① 
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売却区分番号 ６－１ 物件写真（２） 

 
写真② 
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売却区分番号 ６－１ 物件写真（３） 

 

写真③ 
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売却区分番号 ６－１ 物件写真（４） 

 

写真④ 

 


